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The present study investigated an analytical method relating to the stipulation of Tariff Chapter 4 
Note 2 (b) for dairy spreads that poses a problem when dairy spreads and natural cheese are classified 
under the tariff nomenclature. As a method for deciding emulsion types，the diffusion degrees of 
hydrophilic and lipophilic reagents were examined. For analysis of milkfat content，the IDF method and 
the analytical method employed by Customs were compared. As a result，an analytical method for 
classifying dairy spreads and natural cheese has been established. 

 
 
 
 

１．緒  言 

近年，関税率表第0406.10号のナチュラルチーズとして多く輸
入されている「ハイファット・クリームチーズ（以後，HFCと
略）」と呼ばれるものは，チーズ，チーズ製造用原料等としては

用いられず，また直接食用に供することも無く，バター代用品，

アイスクリーム，コーヒー用クリーム等の原料として用いられて

いる。 
これらについては，関税率表第 4類注 2（b）の規定１）を満た
すことから，デイリースプレッド（関税率表第 0405.20 号）に
分類される可能性が有り問題となっていた。 
そのため，我が国から HS 委員会の議題として，「HFC はナ
チュラルチーズではなく，デイリースプレッドに分類すべき」と

提起した。この件に対し，輸出国であるオーストラリアは，ナチ

ュラルチーズの定義２）により，分類変更は妥当でないと反論が

あったが，2001年 2月 1日のWCO理事会において，関税率表
第 4類注 2（b）の規定を満たすものについては，デイリースプ
レッドに分類することが正式に承認され，2001年 3月 1日から，
分類変更を実施することになった。 
これにより，統一されたエマルジョンタイプ試験・定量分析

法が必要となり，今回，親水，親油性試薬各々の拡散度を調べる

方法を用いた試験方法による判別の検討と，IDF（国際酪農連盟）
と税関分析法の定量分析法についての比較検討が必要に 

 なった。 

２．実  験 

２．１ 試  料 
標準試料 
クリームチーズ 
マスカルポーネ 
バター 
デイリースプレッド 
輸入試料 

HFC3件（A，B，C） 
クリームチーズ（D） 
２．２ 試  薬 
親水性試薬 
蒸留水にNew Coccinを飽和させたもの 
親油性試薬 
大豆油：ヘプタン（1：1）にSudan Blueを飽和させたもの
及びへプタンを加えないもの 
２．３ 試験方法 
２．３．１ エマルジョンタイプ試験 

試料を24時間冷蔵庫内で解凍し，20℃インキュベーター内で4
時間放置した後，試料を内径2cm厚さ4mmのプラスチック製の
輪に詰めて表面を平滑化し，染色試薬を各2μl 程度滴下し， 
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試薬の浸透状況を観察する。 
親水性試験が浸透すれば水中油滴型（O/W），親油性試薬が 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 浸透すれば油中水滴型（W/O）となる。（Fig.1） 

Fig. 1 
 
 

２．３．２ 解凍条件による変化の確認試験 

試料の解凍条件を， 
１．冷蔵庫中 
２．室温 
３．35℃加熱 
４．解凍後再冷凍し解凍 
の4種で解凍し，室温に戻しエマルジョンタイプ試験を行う。 
２．３．３ 室温放置時間による変化の確認試験 

試料を24時間冷蔵庫内で解凍したものを，室内に0～24時間放
置しエマルジョンタイプ試験をおこなう。 
２．３．４ 物理的刺激による変化の確認試験 

試料を三角フラスコに入れて激しく振とうしたものと，35℃
加熱溶融したものをスターラーで攪拝したもの2種を，室温で凝
固きせエマルジョンタイプ試験をおこなう。 
２．３．５ 定量試験 

水分 
102℃常圧２時間恒量まで乾燥（ｱﾙﾐ皿使用，IDF） 
99℃常圧５時間恒量まで乾燥（税関分析法） 
灰分 
バーナーで炭化後，550℃で灰化 
粗脂肪分 

 塩酸分解法（IDF） 
アンモニア分解法 
粗たん白質 
ケルダール法 
トリプトファン回収率98.5％以上（IDF） 
トリプトファン回収率98％以上（税関分析法） 
乳糖 
高速液体クロマトグラフ法 
酸度（乳酸に換算） 
試料を純水に溶かし，中和滴定により酸度を計算する。 
２．３．６ ＳＤＳ電気泳動 

PhastSystem (amersham pharmacia biotech 社製 )，
SDS-PAGE，Gradient8-25Gelを用いた。 

３．結果及び考察 

３．１ エマルジョンタイプ試験 
実験結果は，Table 1に示す。 
３．２ 解凍条件による変化の確認試験 
実験の結果，解凍条件によるエマルジョンタイプの変化は認

められなかった。 
実験結果は，Table 1に示す。 
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３．３ 室温放置時間による変化の確認試験 
実験の結果，室温放置時間によるエマルジョンタイプの変化

は認められなかった。 
実験結果は，Table 1に示す。 
 

 ３．４ 物理的刺激による変化の確認試験 
激しい振とう又は攪拌が行われた場合は，試料 D及びマスカ
ルポーネの 2品のみにエマルジョンタイプの変化が認められた。 
実験結果は，Table 1に示す。 
 

Table 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．５ 定量試験結果 
定量試験の結果，IDF と税関分析法の試験結果に若干の差が
認められるが，大きな差ではない。 
実験結果は，Table 2に示す。 
３．６ ＳＤＳ電気泳動の結果 
実験の結果，HFCはナチュラルチーズに比べてカゼインのバ
ンドが薄いことが確認された。 
実験結果は，Fig. 2に示す。 

２．実  験 

HFCの分析法としては以下のような結果が得られた。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１．振動，攪拌等の機械的な刺激が加わらなければエマルジ

ョンタイプの変化が起こらない 
２．エマルジョンタイプ試験は，『24時間冷蔵庫内で解凍し，

20℃インキュベータ内で4時間放置した後､試料をなるべく小さ
なもの（例えば，内径 2cm厚さ 4mmのプラスチック製の輪）
に詰めて表面を平滑化し，染色試薬（親水性試薬，親油性試薬（大

豆油：へプタン 1：1））を 2μl程度滴下し，試薬の浸透状況を
観察する｡』が適当と考えられる。 
３．判定が困難な場合には，より内径が小さな物に詰め平滑

にするか，試薬の滴下量を少なくする又はヘプタンの量を減らす

等により判断が容易になる場合がある。 
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４．定量試験法は，IDF と税関分析法との結果に若干の差が
認められるが，分類の判定を行うにはどちらか一方に統一すれ 
 
 

 ば問題がなく，試験法をどちらかに設定した後，数値的に基準を
策定すれば良いと考えられる。 
 
 

Table 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Fig. 2 
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参  考 
 
１）関税率表第4類注2（b)の規定 
「デイリースプレッド｣とは，油中水滴型（W/O）の展延性のある乳化したものをいうものとし，脂肪としては乳脂肪のみ
を含有し，乳脂肪分が全重量の39％以上80％未満のものに限る 
２）ナチュラルチーズの定義（CODEX委員会の定義） 

(1) 乳，バターミルクもしくはクリームを乳酸菌で発酵させ，または乳，バターミルクもしくはクリームに酵素を加えてで
きた凝乳から清乳を除去し，固形状にしたもの又はこれらを熟成したもの。 

(2) (1)に掲げるもののほか，乳，バターミルク又はクリームを原料として，凝固作用を含む製造技術を用いて製造したもの
であって，同号に掲げるものと同様の化学的，物理的及び官能的特性を有するもの 
 


